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日本車いすテニス協会 会則                     2006.06.04 

第１章 総則 

第１条 この協会は、日本車いすテニス協会（以下、協会）と称する。 

第２条 協会の所在地は、会長の定めるところとする。 

第３条 協会は、車いすテニスのスポーツとしての健全な普及と発展を目指し、これを通

じて会員の体力の向上と社会参加の促進を目的とする。 

第４条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

    １）選手の育成、発展を目的とした事業を行う 

    ２）車いすテニスの普及に関すること 

    ３）車いすテニス競技ルール及びランキングや技術等に関すること 

    ４）車いすテニスに関する出版物または機関紙を出版すること 

    ５）日本テニス協会、日本障害者スポーツ協会、国際車いすテニス協会、国際テ

ニス連盟等との連絡調整に関すること 

    ６）スポーツを通じて障害者の社会参加を促進すること 

    ７）その他、協会の目的を達成するために必要な事業 

第２章 会員 

第５条 協会の会員は、次の３種とする。 

    １）正会員：この協会の目的に賛同して会長の承認を得て入会した個人 

    ２）賛助会員：この協会の目的に賛同して協会の発展のために援助する団体、企

業、法人 

    ３）名誉会員：この協会に功労のあった者または学識経験者で、代議員総会にお

いて推薦された者 

    ４）特別会員：会長が協会の運営上特に必要と認めたもの。 

第６条 正会員は、理事会が別に定める会費を納入しなければならない。 

第７条 賛助会員、名誉会員、特別会員に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定め

る。 

第８条 会員は、その旨を会長に届けて、退会することができる。 

  ２．協会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす。 

    １）死亡または解散したとき 

    ２）年度会費を納入しないとき 

第９条 会員にして、この協会の名誉を毀損しまたはこの会則に反するような行為があっ

たときは、代議員総会の決議により除名することができる。 

第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。 

第３章 役員及び評議員 

第11条 協会に、次の役員を置く。 

    １）理 事 15名以内 

    ２）監 事 ２名 

第12条 理事の中から、会長（１名）、副会長（若干名）、事務局長（１名）、会計（１名）

を理事の互選によって定める。 

  ２ 理事の過半数以上は、車いすテニス競技に関係する諸規則で選手として認められ

る車いす利用者でなければならない。 

第13条 監事は、理事会で選任する。 
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  ２ 特定の理事とその親族、その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の３

分の１を超えてはならない。 

  ３ 監事は、この協会の理事、評議員及び職員を兼ねることができない。 

  ４ 理事と監事との間に、親族その他特殊の関係があってはならない。 

第14条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。 

  ２．副会長は、会長を補佐し会長に事故があったときはその職務を代行する。 

  ３．事務局長は、会長を補佐し、理事会の決議に基づいて、会務を執行する。 

  ４．会計は、会長を補佐し、協会の出納財務を統括する。 

  ５．理事は、理事会を構成し、この協会の業務を議決し、執行する。 

第15条 監事は、次に掲げる民法第59条の職務を行う。 

    １）財産及び会計を監査すること 

    ２）理事の業務執行を監査すること 

    ３）財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときはこれを理

事会に報告すること 

    ４）前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること 

第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の理事は有給とすることができる。 

  ２ 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 

第17条 この協会の役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とす

る。 

  ３ 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 

第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の各々４分の３以上の議決に

より、会長がこれを解任することができる。 

    １）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

    ２）職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められる

とき。 

  ２ 前項の場合、理事会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければ

ならない。 

第19条 この協会に、評議員20名以内を置く。 

  ２ 評議員には、理事会が別に定めるブロック（地域）がそれぞれに選任した代表者

１名を必ず加える。 

  ３ 評議員には、男子、女子、クアドの各現役選手の中からそれぞれ１名を必ず加え

る。 

  ４ 前２項以外の評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。 

  ５ 評議員の過半数以上は、車いすテニス競技に関係する諸規則で選手として認めら

れる車いす利用者でなければならない。 

  ６ 特定の評議員とその親族、その他特殊の関係にある者の合計数は、評議員現在数

の３分の１を超えてはならない。 

  ７ 評議員は、役員を兼ねることができない。 

  ８ 評議員には、前二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役

員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 

第20条 評議員は、評議員会を組織して、この規約に定める事項を行うほか、理事会の諮

問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。 
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第４章 名誉会長、顧問、相談役、参与 

第21条 この協会に名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。 

  ２ 名誉会長、顧問、相談役、参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

  ３ 名誉会長は、車いすテニス界の象徴として社会的擁護育成に配慮する。 

  ４ 顧問は、社会的影響力をもとに、会長の諮問に応ずるほか、理事会の求めに応じ

て本会の運営を助ける。 

  ５ 参与は、学識経験をもとに、会長の諮問に応ずるほか、理事会の求めに応じて必

要な発言を行い、事業執行を助ける。 

第５章 事業担当及び専門部会又は実行委員会 

第22条 第４条に掲げる事業の遂行、促進及び振興を図るため、事業担当及び専門部会又

は実行委員会を置くことができる。 

  ２ 事業担当及び専門部会又は実行委員会の委員は、会長が委嘱するものとする。 

  ３ 事業担当及び専門部会又は実行委員会の運営に関する事項は、会長が理事会の議

決を経て別に定める。 

第６章 会 議 

第23条 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 

    １）事業計画及び収支予算の決定 

    ２）事業報告及び収支決算の承認 

    ３）規約の改正及び諸規程の制定並びに改正 

    ４）その他協会の業務執行に関する重要な事項 

第24条 理事会は、毎年１回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理

事現在数の３分の１以上から会議に付議すべき事項を示して会長の招集を請求さ

れたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しな

ければならない。 

  ２ 理事会の議長は会長とする。 

第25条 理事会は、理事現在数の３分の２以上の者が出席しなければ議事を開き議決する

ことができない。 

  ２ 理事会の議事は、この規約で別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された

事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任す

ることができる。この場合において、前条の規定の適用については、その理由は

出席したものとみなす。 

第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かな

ければならない。 

    １）事業計画及び収支予算についての事項 

    ２）事業報告及び収支決算についての事項 

    ３）その他協会の業務に関する重要な事項で、理事会において必要と認める事項 

  ２ 前三条の規定は、評議員会について準用する。この場合において前三条中「理事

会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 

  ３ 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定め

る。 
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第28条 会長は、やむを得ない事情により理事会を開催することができない場合、又は簡

易な事項については、電子文書を含む文書をもって賛否を求め、会議にかえること

ができる。 

第29条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表２名以上が記名押印の

上、これを保存する。 

第７章 事務局 

第30条 この協会の事務を処理するため、事務局を置く。 

第31条 事務局は事務局長が統括する。 

第32条 事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。 

第８章 資産及び会計 

第33条 この協会の資産は、次の各号をもって構成する。 

    １）会費 

    ２）補助金、助成金及び委託金 

    ３）事業に伴う収入 

    ４）寄付金品 

    ５）資産から生じる収入 

    ６）その他の収入 

第34条 会費に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 

第35条 協会の資産は、会長が管理する。その方法は、全体理事会の決議により、会長が

別に定める。 

第36条 協会の経費は、資産をもって支弁する。 

第37条 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、その会計年度開始前

に理事会の議決を経て定める。 

第38条 協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後３月以内に会長が作成し、監

査を経て、理事会の承認を得なければならない。 

第39条 この協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

第９章 規約の変更 

第40条 この規約は、理事会において、理事現在数の３分の２以上の同意を得なければ、

変更することができない。 

第41条 協会は、民法第68条１項第２号から第４号まで、及び第２項の規程により解散す

る。 

  ２ 解散の時に存する残余財産は、理事会の議決を経て、類似の目的を持つ他の公益

法人に寄付するものとする。 

第10章 附則 

第42条 この会則は、旧会則の規定に則って旧会則を全面改訂したもので、平成18年６月

４日より実施する。 

  ２ この会則実施時の理事、監査、評議員の任期は平成 20 年 3月末までとする。 
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日本車いすテニス協会 規程集                    2006.06.04 

 

協会は、会則の規定と、協会運営上の必要により、下記の項目を規程として定める。 

 

１．所在地（第２条関係） 

   １ 協会の所在地を次の通りとする。 

      所 在 地  〒864-0011 熊本県荒尾市下井手 1546 

      Tel & Fax 0968-66-2775(ＦＡＸ兼用) 

      イーメール office@jwta.jp 

 

２．会費（第６条及び第７条及び第34条関係） 

   １ 会員会費は次の額とする。 

    １）正会員 ：年額３，０００円 

    ２）賛助会員：未定（事由が発生した場合、協議する。） 

    ３）名誉会員：免除 

   ２ 臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。 

   ３ 会費の納入は年１回とし、毎年度５月末日までに前納しなければならない。但

し、新規会員は、入会時に会費を納入するものとする。 

 

３．ブロック（地域）（第19条の 2項関係） 

   １ ブロック（地域）分けは次の通りとする。 

     北海道、東北、関東、甲信越北陸、東海、関西、中四国、九州沖縄 

   ２ 各ブロックを構成する県域の協会もしくは協議会等は会長の承認を受けた機関

とする。 

 

４．事業担当及び専門部会又は実行委員会（第22条関係） 

   １ 協会事業の遂行の必要から事業担当を置くことができる。 

     事業担当は下記の通りとする。 

    １）大会管理 

      ＪＷＴＡランキングシステムの設定と管理 

       ＩＴＦランキングシステムとの調整 

      国内大会基準の設定と管理 

      ＪＷＴＡランキング国内大会基準設定と管理 

      ディレクターズ会議 

    ２）競技担当 

      普及、ジュニア、選手 

    ３）技術強化担当 

      強化、コーチネットワーク、トレーナーネットワーク 

    ４）渉外担当 

      ＪＤＳＡ（スポ協＝日本障害者スポーツ協会） 

      ＪＰＣ（日本パラリンピック委員会） 

      ＪＴＡ（日本テニス協会） 

      ＴＴＣ（テニストレーニングセンター） 
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      事業者協会（テニスの日） 

    ５）広報担当 

      広報全般、ホームページ管理 

    ６）海外派遣担当 

      ＷＴＣ（ワールドチームカップ）、パラリンピック、フェスピック 

    ７）国際貢献事業担当 

      ＩＴＦ関係、ＮＥＣ関係、その他 

    ８）国際連絡担当 

      国際（ＩＷＴＡ、ＩＴＦ） 

      ＩＴＦルール翻訳、ツアー参加選手のサポート 

    ９）維持委員会担当 

    10）スポーツ仲裁委員会担当 

 

５．会務費（第 22 条、第 23 条関係） 

   １ 協会の会務費支弁額を次のように定める。 

    １）出張費 ：原則として実費を支給する。 

    ２）宿泊費 ：原則として実費を支給する。 

    ３）作業手当：原則として実費を支給する。 

    ４）その他 ：会長の承認を受けたものについては実費とする。 

 

６．協会記章及び協会旗規定 

  協会の記章及び協会旗は理事会の定めるところとする。 

     

７．事務局運営 

   事務局長は、会長の了解を得て、必要な人員を手当てできる。 

 

８．慶弔規定 

  協会の慶弔については会長が判断する。 

 

９．選手報奨金規程 
 
１．協会は、選手に対し強化・奨励の意味において、各種報奨金を支払うこととする。報

奨金の種類・金額は下記の通りとする。 
 
1)WTC（ワールドチームカップ）報奨金 
  WTC に関する報奨金は、それぞれ出場した選手、また出場し当該成績を収めた選手に

支払う。支払う金額は下表の通りとする。（メダル獲得者への報奨金は本戦のみとす

る） 

  参加者には、10000 円。当該成績を収めた選手は、別に下表の金額を支払う。 
                                (単位：円) 

金メダル 銀メダル 銅メダル 
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30.000 20.000 10000 

 
2)パラリンピック報奨金 
  パラリンピックに関する報奨金は、それぞれ出場し当該成績を収めた選手に支払う。

支払う金額は下表の通りとする。参加者には、全員に 10000円を支払う。 
ダブルスはそれぞれ 1 名ずつに対する金額とする。 

                                (単位：円） 
 金メダル 銀メダル 銅メダル 

シングル

ス 
100.000 50.000 30.000 

ダブルス 50.000 25.000 15.000 

 
２．対象選手の表彰及び報奨金の支払時期は、 帰国後に実施する。 
 
 
１０．旅費規程 
 
１．会務のため、本会役員が出張(旅行)した場合は、当該者に対し旅費を支給する。 
２．移動手段は、公共交通機関または自家用車を利用する。タクシー利用は、緊急、早朝・

深夜、乗合い等の合理性を鑑みて、会長または副会長・事務局長が許可する。 
３．新幹線・飛行機利用の場合、自宅の最寄りの駅から目的地最寄り駅までをインターネ

ットで検索し、旅費運賃を出し、計算する。また、最寄りの駅もしくは、空港まで自

動車を利用の場合は、ガソリン代 30円/km と駐車場代・有料道路代を支給する。 
４．自動車利用の場合、ガソリン代を 30 円/kmと駐車場代を支給し、自宅より目的地まで

の距離をナビ等で検索し、算出する。なお、高速道路・有料道路の使用も可能とする。 
５．旅費の支給を受けるものは、その経路によりそれぞれ必要な個人の領収証を提出する。 
６．会議・講習会等で、自動車での送迎を必要とする場合、ガソリン代を 30 円/km とし、

最終公共交通機関より目的地(会議・講習会等会場)までの距離をナビ等で検索し、算

出する。なお、高速道路・有料道路の使用も可能とする。 
７．宿泊を伴う出張(旅行)については、一泊 10.000円を上限として宿泊費を支払う。 
 
 
１１．謝金規程 
 
１． 会議・講習会等に招いた監督及びコーチ・トレーナーに対しては、謝金を支払う。支払う金額

は下表の通りとする。 
                            (単位：円) 

半日(3 時間以内) 5.000（上限） 

一日(6 時間以内) 10.000（上限） 
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２．役員・スタッフで会議・講習会等に出張する場合は、日当として、一日 2.200円を支

払う。 
 
 
１２．通信費規程 

 

１．目的： 

事業担当者の利便を図るとともに、速やかな情報通信環境を整えることで、事業の速やか

な進行を促すことにある。 

 

２．対象： 

・対象者 / 役員(理事および監事・スタッフ) 

・対象 / 事業活動における通話またはデータ通信の通信費・機器 

 

３．承認： 

対象者は事務局長に申請し、会長または副会長のいづれかの承認により制度利用が可能と

なる。 

なお、事務局長の要請により制度利用を依頼する場合がある。 

 

４．提供方法 

1)通話 

 ・役員間の通話は、ソフトバンクを推奨する。 

・既にソフトバンクを所有している場合は、基本料を協会が負担する。 

・新たにソフトバンクを契約する場合は、基本料・機器代・事務手数料を協会が負担す

る。 

・他キャリアを既に所有している場合やソフトバンク基本料外の通話は、通話明細書に

より通話料を請求できる。 

2)データ通信 

 ・キャリアの指定はない 

・既にデータ通信カードを所有している場合は、通信費のみ協会が負担する。 

 ・新たに契約する場合は、通信費・機器代・事務手数料を協会が負担する。 

 ・データ通信の通信費上限は 5,900円とする。 

 

附則)  

・新たに契約した場合の機器代は、最安機種の価格を充てる。 

 ・機器代を協会が負担した場合には、通信機器は協会所有物となる。 

・紛失、故障、破損、盗難などは契約者(対象者)本人で対応するものとし、協会は関与

しない。 

 

５．請求方法： 

対象者自身が契約を行い、毎月の請求書を元に清算書類を作成、事務局に送付。事務局処

理後、当該費用を契約者へ払い戻し。 

 


